
議案第２７号 

勤務時間等の特例に関する規則等の一部改正について 

 勤務時間等の特例に関する規則等の一部を改正する規則を次のように定める

。 
  令和４年１１月１７日提出 
                     北九州市教育委員会 
                      教育長 田 島 裕 美 
提案理由 北九州市職員の定年等に関する条例等の一部改正に伴い、関係規定

を改める必要があるので、この規則案を提出する。 



 

. 

 



令和４年 1１月 

教育委員会総務課 

勤務時間等の特例に関する規則等の一部を改正する規則について 

（定年の引上げに伴うもの） 

 

１ 改正理由 

地方公務員法の一部改正に伴い、職員の定年年齢を引き上げる等のため、令和４年９月

議会において関係条例の改正を行ったことから、これらの法改正や条例改正を受けて、関係

規則の整備を行うもの。 

 

２ 改正する規則（８規則） 

（１）勤務時間等の特例に関する規則（平成３年北九州市教育委員会規則第７号） 

（２）北九州市優れた教育活動等を実践している教職員等の表彰に関する規則（平成

１６年北九州市教育委員会規則第１０号） 

（３）北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の給料の調整額に関す

る規則（平成２９年北九州市教育委員会規則第７号） 

（４）北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の管理職手当及び管理

職員特別勤務手当に関する規則（平成２９年北九州市教育委員会規則第８号） 

（５）北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の期末手当及び勤勉手

当に関する規則（平成２９年北九州市教育委員会規則第１０号） 

（６）北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の勤務時間、休日、休

暇等に関する条例施行規則（平成２９年北九州市教育委員会規則第１４号） 

（７）北九州市教育委員会第１号会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に

関する規則（令和２年北九州市教育委員会規則第４号） 

（８）北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の第１号会計年度任用職員の報

酬、費用弁償及び期末手当に関する規則（令和２年北九州市教育委員会規則第７

号） 

 

３ 主な改正内容 

（１）定年前再任用短時間勤務制の導入に伴う規定の整備 

（２）６０歳を超える職員の給料月額を６０歳時の７割水準とすることに伴い、手当

等の額を７割とする取扱い 
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４ 施行期日 

令和５年４月１日（改正後の地方公務員法及び関係条例の施行日と同日） 

なお、暫定再任用制度が存置される期間については、暫定再任用教職員及び暫定再任用

短時間勤務教職員を、定年前再任用短時間勤務教職員とみなして、各規定を適用する。 
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【別紙】一部改正する教育委員会規則一覧 

 

改正する規則 ●改正概要 

（１）勤務時間等の特例に関する規則 
●再任用短時間勤務職員を定年前再任用短時

間勤務職員に改める規定の整備 

（２）北九州市優れた教育活動等を実践している教

職員等の表彰に関する規則 

●再任用短時間勤務教職員を定年前再任用短

時間勤務教職員に改める規定の整備 

（３）北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学

校の教職員の給料の調整額に関する規則 

●第２条第２項を、第２条第２項から第４項及び

第４条に分けて規定 

●再任用教職員を定年前再任用短時間勤務教

職員と改める規定の整備 

●給料月額７割措置が適用される教職員に対す

る給料の調整額の７割措置を付則に追加 

（４）北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学

校の教職員の管理職手当及び管理職員特別勤

務手当に関する規則（以下「教職員管理職手当

等規則」という。） 

●再任用（短時間勤務）教職員を定年前再任用

短時間勤務教職員と改める規定の整備 

●給料月額７割措置が適用される教職員に対す

る手当額の７割措置を付則に追加 

●定年前再任用短時間勤務教職員に適用する

別表第２の手当の基準月額を改定 

（５）北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学

校の教職員の期末手当及び勤勉手当に関する

規則 

●再任用短時間勤務教職員の根拠条文を定年

前再任用短時間勤務教職員の根拠条文に改

める規定の整備 

（６）北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学

校の教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する

条例施行規則 

●再任用短時間勤務教職員を定年前再任用短

時間勤務教職員に改める規定の整備 

（７）北九州市教育委員会第１号会計年度任用職員

の報酬、費用弁償及び期末手当に関する規則 

●再任用短時間勤務職員を定年前再任用短時

間勤務職員に改める規定の整備 

（８）北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学

校の第１号会計年度任用職員の報酬、費用弁償

及び期末手当に関する規則 

●再任用短時間勤務教職員を定年前再任用短

時間勤務教職員に改める規定の整備 
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勤務時間等の特例に関する規則等の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和４年  月  日 

北九州市教育委員会 

教育長 田 島 裕 美   

北九州市教育委員会規則第  号 

勤務時間等の特例に関する規則等の一部を改正する規則 

（勤務時間等の特例に関する規則の一部改正） 

第１条 勤務時間等の特例に関する規則（平成３年北九州市教育委員会規則第

７号）の一部を次のように改正する。 

  別表の注書第４項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤

務職員」に改める。 

（北九州市優れた教育活動等を実践している教職員等の表彰に関する規則の

一部改正） 

第２条 北九州市優れた教育活動等を実践している教職員等の表彰に関する規

則（平成１６年北九州市教育委員会規則第１０号）の一部を次のように改正

する。 

  第１条中「第２８条の５第１項」を「第２２条の４第１項」に改める。 

（北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の給料の調整額に

関する規則の一部改正） 

第３条 北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の給料の調整

額に関する規則（平成２９年北九州市教育委員会規則第７号）の一部を次の

ように改正する。 

  第２条第２項を次のように改める。 

２ 教職員（次項及び次条に掲げる教職員を除く。）の給料の調整額は、調

整基本額に当該教職員に係る別表第１の右欄に掲げる調整数を乗じて得た

額とする。 

  第２条に次の２項を加える。 

３ 次の各号に掲げる教職員の給料の調整額は、調整基本額に当該教職員に

係る別表第１の右欄に掲げる調整数を乗じて得た額に、当該各号に定める

数を乗じて得た額とする。 

  （１） 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。

）第２２条の４第１項の規定により採用された教職員 北九州市立の小

学校、中学校及び特別支援学校の教職員の勤務時間、休日、休暇等に関

する条例（平成２８年北九州市条例第６０号。以下「教職員勤務時間等

条例」という。）第２条第４項の規定により定められた当該教職員の勤
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務時間を同条第１項の規定により定められた勤務時間で除して得た数 

  （２） 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号

）第１０条第１項に規定する育児短時間勤務をしている教職員（同法第

１７条の規定による短時間勤務をすることとなった教職員を含む。）及

び同法第１８条第１項に規定する短時間勤務教職員 教職員勤務時間等

条例第２条第３項又は第５項の規定により定められた当該教職員の勤務

時間を同条第１項の規定により定められた勤務時間で除して得た数 

４ 前２項に規定する調整基本額は、当該教職員に適用される給料表及び職

務の級に応じて別表第２に掲げる額（当該額が給料月額の１００分の４．

５を超えるときは、給料月額の１００分の４．５に相当する額）とする。 

  第３条の次に次の１条を加える。 

（端数計算） 

第４条 第２条第２項及び第３項の規定による給料の調整額並びに同条第４

項に規定する調整基本額に１円未満の端数があるときは、それぞれ当該端

数を切り捨てた額をもって、これらの規定の額とする。 

  付則を付則第１項とし、同項に見出しとして「（施行期日）」を付し、付

則に次の１項を加える。 

  （教職員給与条例付則第１９項の規定の適用を受ける教職員の給料の調整

額） 

２ 教職員給与条例付則第１９項の規定の適用を受ける教職員に対する第２

条第４項の規定の適用については、当分の間、同項中「掲げる額」とある

のは、「掲げる額に１００分の７０を乗じて得た額（当該得た額に１００

円未満の端数を生じたときは、これを１００円に切り上げた額）」とする

。 

（北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の管理職手当及び

管理職員特別勤務手当に関する規則の一部改正） 

第４条 北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の管理職手当

及び管理職員特別勤務手当に関する規則（平成２９年北九州市教育委員会規

則第８号）の一部を次のように改正する。 

  第２条各号列記以外の部分中「に定める額」の次に「（当該額に１円未満

の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額）」を加え、同条第１号中「

。以下「育児短時間勤務教職員等」という」を削り、「その者」を「当該教

職員」に、「（以下「算出率」という。）を」を「をそれぞれ」に改め、「

とし、その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額」を

削り、同条第２号中「第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８
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条の６第１項若しくは第２項」を「第２２条の４第１項」に、「手当の月額

」を「手当の基準月額」に、「額（同法第２８条の５第１項又は第２８条の

６第２項に規定する短時間勤務の職を占める教職員にあっては」を「額に」

に、「その者」を「当該教職員」に、「数（育児短時間勤務教職員等である

場合にあっては、算出率）を当該額に」を「数を」に改め、「とし、その額

に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）」を削る。 

  付則に次の１項を加える。 

  （教職員給与条例付則第１９項の規定の適用を受ける教職員の支給額） 

３ 教職員給与条例付則第１９項の規定の適用を受ける教職員に対する第２

条第１号並びに第３条第１項及び第３項の規定の適用については、当分の

間、これらの規定中「に定める額」とあるのは、「に定める額に１００分

の７０を乗じて得た額（当該得た額に１００円未満の端数を生じたときは

、これを１００円に切り上げた額）」とする。 

  別表第２のアの表中 

「 

 手当の月額 

８０，５００円

７６，２００円

７２，０００円

          」 

 「 

手当の基準月額

７２，４００円

６８，５００円

６４，７００円

          」 

改める。 

  別表第２のイの表中 

「 

 手当の月額 

７８，５００円

７４，４００円

７０，２００円

          」 

 「 

を 

に 

を 
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手当の基準月額

６８，１００円

６４，５００円

６０，９００円

          」 

 改める。 

（北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の期末手当及び勤

勉手当に関する規則の一部改正） 

第５条 北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の期末手当及

び勤勉手当に関する規則（平成２９年北九州市教育委員会規則第１０号）の

一部を次のように改正する。 

  第２０条第２項第６号中「（その」を「（当該」に、「第２８条の５第１

項若しくは第２８条の６第２項」を「第２２条の４第１項」に、「その者」

を「当該教職員」に改める。 

（北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の勤務時間、休日

、休暇等に関する条例施行規則の一部改正） 

第６条 北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の勤務時間、

休日、休暇等に関する条例施行規則（平成２９年北九州市教育委員会規則第

１４号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第３項中「第２８条の５第１項又は第２８条の６第２項」を「第２

２条の４第１項」に、「再任用短時間勤務教職員」を「定年前再任用短時間

勤務教職員」に改める。 

  第３条第２項、第１４条第１号及び第２号、第１７条第２項並びに第１９

条第１項中「再任用短時間勤務教職員」を「定年前再任用短時間勤務教職員

」に改める。 

第２４条第１項第２号中「育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員

又は任期付短時間勤務職員」を「短時間勤務教職員」に改める。 

付則第１６項並びに別表第４の４の項、８の項、９の項及び１８の項中「

再任用短時間勤務教職員」を「定年前再任用短時間勤務教職員」に改める。 

（北九州市教育委員会第１号会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手

当に関する規則の一部改正） 

第７条 北九州市教育委員会第１号会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期

末手当に関する規則（令和２年北九州市教育委員会規則第４号）の一部を次

のように改正する。 

  第６条第１項及び第９条第１項各号列記以外の部分中「第８条の３」を「

に 
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第８条第１４項」に、「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤

務職員」に改める。 

（北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の第１号会計年度任用職員

の報酬、費用弁償及び期末手当に関する規則の一部改正） 

第８条 北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の第１号会計年度任用

職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する規則（令和２年北九州市教育委

員会規則第７号）の一部を次のように改正する。 

  第５条第１項及び第８条第１項各号列記以外の部分中「第１２条」を「第

１０条第１４項」に、「再任用短時間勤務教職員」を「定年前再任用短時間

勤務教職員」に改める。 

   付 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

（勤務時間等の特例に関する規則の一部改正に伴う経過措置） 

２ 北九州市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例（令和４

年北九州市条例第２０号。以下「新定年条例」という。）付則第２３項に規

定する暫定再任用短時間勤務職員（以下「暫定再任用短時間勤務職員」とい

う。）は、新定年条例付則第２１項に規定する定年前再任用短時間勤務職員

とみなして、第１条の規定による改正後の勤務時間等の特例に関する規則の

規定を適用する。 

（北九州市優れた教育活動等を実践している教職員等の表彰に関する規則の

一部改正に伴う経過措置） 

３ 暫定再任用短時間勤務職員又は新定年条例付則第４０項に規定する暫定再

任用短時間勤務教職員（以下「暫定再任用短時間勤務教職員」という。）は

、第２条の規定による改正後の北九州市優れた教育活動等を実践している教

職員等の表彰に関する規則第１条の短時間勤務の職を占める者とみなして、

同条の規定を適用する。 

（北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の給料の調整額に

関する規則の一部改正に伴う経過措置） 

４ 新定年条例付則第４０項に規定する暫定再任用教職員（以下「暫定再任用

教職員」という。）（暫定再任用短時間勤務教職員を除く。以下同じ。）は

、第３条の規定による改正後の北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学

校の教職員の給料の調整額に関する規則（以下「新教職員給料調整額規則」

という。）第２条第２項に規定する教職員とみなして、同項の規定を適用す

る。 
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５ 暫定再任用短時間勤務教職員は、新教職員給料調整額規則第２条第３項第

１号に掲げる教職員とみなして、同号の規定を適用する。 

（北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の管理職手当及び

管理職員特別勤務手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置） 

６ 暫定再任用教職員は、第４条の規定による改正後の北九州市立の小学校、

中学校及び特別支援学校の教職員の管理職手当及び管理職員特別勤務手当に

関する規則（以下「新教職員管理職手当等規則」という。）第２条第１号の

教職員とみなして、同号の規定を適用する。この場合において、同号中「別

表第１」とあるのは「別表第２」と、「手当の月額」とあるのは「手当の基

準月額」とする。 

７ 令和５年４月１日から令和６年３月３１日までの間における、暫定再任用

教職員（職務の級が４級であるものに限る。）に対する前項の規定の適用に

ついては、同項中「別表第２」とあるのは、「付則別表」とする。 

８ 暫定再任用短時間勤務教職員は、新教職員管理職手当等規則第２条第２号

の教職員とみなして、同号の規定を適用する。 

（北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の期末手当及び勤

勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置） 

９ 暫定再任用短時間勤務教職員は、第５条の規定による改正後の北九州市立

の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の期末手当及び勤勉手当に関す

る規則第２０条第２項第６号の法２２条の４第１項の規定により採用された

教職員とみなして、同号の規定を適用する。 

（北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の勤務時間、休日

、休暇等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置） 

１０ 暫定再任用短時間勤務教職員は、定年前再任用短時間勤務教職員とみな

して、第６条の規定による改正後の北九州市立の小学校、中学校及び特別支

援学校の教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の規定を適

用する。 

付則別表 

ア 教育職給料表（３） 

職務の級 職 職の分類 手当の基準月額 

４級 特別支援学校の校長 Ⅰ群 ８０，５００円 

  Ⅱ群 ７６，２００円 

  Ⅲ群 ７２，０００円 

備考 「Ⅰ群」、「Ⅱ群」及び「Ⅲ群」とは、教育長が別に定める職の分類

の区分をいう。イの表において同じ。 
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イ 教育職給料表（４） 

職務の級 職 職の分類 手当の基準月額 

４級 小学校又は中学校の Ⅰ群 ７８，５００円 

 校長 Ⅱ群 ７４，４００円 

  Ⅲ群 ７０，２００円 
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参
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 勤

務
時
間
等
の
特
例
に
関
す
る
規
則
新
旧
対
照
表
（
第
１
条
関
係
）
 

新
 

旧
 

別
表
（
第
２
条
関
係
）
 

略
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１
～
３
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４
 
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務

職
員
の
勤
務
時
間
の
割
振
り
、
休
憩
時
間
及
び
週
休
日
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
１
週
間

当
た
り
の
勤
務
時
間
に
応
じ
、
教
育
長
が
別
に
定
め
る
基
準
に
従
い
、
所
属
長
が
定
め
る
。
 

 

別
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（
第
２
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関
係
）
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～
３
 
 
略
 

４
 
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
、
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
の

勤
務
時
間
の
割
振
り
、
休
憩
時
間
及
び
週
休
日
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
１
週
間
当
た
り

の
勤
務
時
間
に
応
じ
、
教
育
長
が
別
に
定
め
る
基
準
に
従
い
、
所
属
長
が
定
め
る
。
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北
九
州
市
優
れ
た
教
育
活
動
等
を
実
践
し
て
い
る
教
職
員
等
の
表
彰
に
関
す
る
規
則
新
旧
対
照
表
（
第
２
条
関
係
）
 

新
 

旧
 

（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
規
則
は
、
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
教
育
公
務
員
特
例
法
（
昭
和
２
４
年
法
律

第
１
号
）
第
２
条
第
２
項
に
規
定
す
る
教
員
（
以
下
「
教
員
」
と
い
う
。
）
、
学
校
教
育
法
（

昭
和
２
２
年
法
律
第
２
６
号
）
第
３
７
条
第
１
項
（
同
法
第
４
９
条
及
び
第
８
２
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
６
０
条
第
１
項
に
規
定
す
る
事
務
職
員
（
以
下
「
事
務
職

員
」
と
い
う
。
）
並
び
に
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関

す
る
法
律
（
昭
和
３
３
年
法
律
第
１
１
６
号
）
第
２
条
第
３
項
に
規
定
す
る
学
校
栄
養
職
員
（

以
下
「
学
校
栄
養
職
員
」
と
い
う
。
）
（
以
下
こ
れ
ら
を
「
教
職
員
」
と
い
う
。
）
で
優
れ
た

教
育
活
動
そ
の
他
学
校
運
営
に
関
す
る
活
動
（
以
下
「
教
育
活
動
等
」
と
い
う
。
）
を
実
践
し

て
い
る
も
の
（
常
時
勤
務
の
者
及
び
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
２
５
年
法
律
第
２
６
１
号
）
第
２

２
条
の
４
第
１
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
者
に
限
る
。
）
並
び
に
学
校
（
市

が
設
置
す
る
学
校
教
育
法
第
１
条
に
規
定
す
る
学
校
及
び
同
法
第
１
２
４
条
に
規
定
す
る
専
修

学
校
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
並
び
に
学
校
の
校
務
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
教
職
員
及
び
教
職
員

以
外
の
学
校
職
員
で
構
成
す
る
組
織
（
以
下
「
教
職
員
組
織
」
と
い
う
。
）
で
優
れ
た
教
育
活

動
等
を
実
践
し
て
い
る
も
の
の
表
彰
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

   

（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
規
則
は
、
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
教
育
公
務
員
特
例
法
（
昭
和
２
４
年
法
律

第
１
号
）
第
２
条
第
２
項
に
規
定
す
る
教
員
（
以
下
「
教
員
」
と
い
う
。
）
、
学
校
教
育
法
（

昭
和
２
２
年
法
律
第
２
６
号
）
第
３
７
条
第
１
項
（
同
法
第
４
９
条
及
び
第
８
２
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
６
０
条
第
１
項
に
規
定
す
る
事
務
職
員
（
以
下
「
事
務
職

員
」
と
い
う
。
）
並
び
に
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関

す
る
法
律
（
昭
和
３
３
年
法
律
第
１
１
６
号
）
第
２
条
第
３
項
に
規
定
す
る
学
校
栄
養
職
員
（

以
下
「
学
校
栄
養
職
員
」
と
い
う
。
）
（
以
下
こ
れ
ら
を
「
教
職
員
」
と
い
う
。
）
で
優
れ
た

教
育
活
動
そ
の
他
学
校
運
営
に
関
す
る
活
動
（
以
下
「
教
育
活
動
等
」
と
い
う
。
）
を
実
践
し

て
い
る
も
の
（
常
時
勤
務
の
者
及
び
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
２
５
年
法
律
第
２
６
１
号
）
第
２

８
条
の
５
第
１
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
者
に
限
る
。
）
並
び
に
学
校
（
市

が
設
置
す
る
学
校
教
育
法
第
１
条
に
規
定
す
る
学
校
及
び
同
法
第
１
２
４
条
に
規
定
す
る
専
修

学
校
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
並
び
に
学
校
の
校
務
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
教
職
員
及
び
教
職
員

以
外
の
学
校
職
員
で
構
成
す
る
組
織
（
以
下
「
教
職
員
組
織
」
と
い
う
。
）
で
優
れ
た
教
育
活

動
等
を
実
践
し
て
い
る
も
の
の
表
彰
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
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北
九
州
市
立
の
小
学
校
、
中
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
の
教
職
員
の
給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
新
旧
対
照
表
（
第
３
条
関
係
）
 

新
 

旧
 

（
調
整
額
表
）
 

第
２
条
 
 
略
 

２
 
教
職
員
（
次
項
及
び
次
条
に
掲
げ
る
教
職
員
を
除
く
。
）
の
給
料
の
調
整
額
は
、
調
整
基
本

額
に
当
該
教
職
員
に
係
る
別
表
第
１
の
右
欄
に
掲
げ
る
調
整
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
 

                

（
調
整
額
表
）
 

第
２
条
 
 
略
 

２
 
教
職
員
（
次
条
の
会
計
年
度
任
用
職
員
で
あ
る
教
職
員
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
給
料
の
調
整
額
は
、
当
該
教
職
員
に
適
用
さ
れ
る
給
料
表
及
び
職
務
の
級
に
応
じ
て

別
表
第
２
に
掲
げ
る
調
整
基
本
額
（
そ
の
額
が
給
料
月
額
の
１
０
０
分
の
４
．
５
を
超
え
る
と

き
は
、
給
料
月
額
の
１
０
０
分
の
４
．
５
に
相
当
す
る
額
と
し
、
そ
の
額
に
１
円
未
満
の
端
数

が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
と
す
る
。
）
に
そ
の
者
に
係
る
別
表
第
１
の
右

欄
に
掲
げ
る
調
整
数
を
乗
じ
て
得
た
額
（
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

３
年
法
律
第
１
１
０
号
）
第
１
０
条
第
１
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
教
職

員
（
同
法
第
１
７
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
す
る
こ
と
と
な
っ
た
教
職
員
を
含
む
。
）

に
あ
っ
て
は
そ
の
額
に
北
九
州
市
立
の
小
学
校
、
中
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
の
教
職
員
の
勤

務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
２
８
年
北
九
州
市
条
例
第
６
０
号
。
以
下
「

教
職
員
勤
務
時
間
等
条
例
」
と
い
う
。
）
第
２
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者

の
勤
務
時
間
を
同
条
第
１
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
、
地
方
公
務
員
法
（

昭
和
２
５
年
法
律
第
２
６
１
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
２
８
条
の
５
第
１
項
又
は
第
２

８
条
の
６
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
教
職
員
で
法
第
２
８
条
の
５
第
１
項
に
規
定
す

る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
額
に
教
職
員
勤
務
時
間
等
条
例
第
２

条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
定

め
ら
れ
た
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
）
と
し
、
そ
の
額
に
１
円

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
と
す
る
。
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新
 

旧
 

３
 
次
の
各
号
に
掲
げ
る
教
職
員
の
給
料
の
調
整
額
は
、
調
整
基
本
額
に
当
該
教
職
員
に
係
る
別

表
第
１
の
右
欄
に
掲
げ
る
調
整
数
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
当
該
各
号
に
定
め
る
数
を
乗
じ
て
得

た
額
と
す
る
。
 

（
１
）
 
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
２
５
年
法
律
第
２
６
１
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
２

２
条
の
４
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
教
職
員
 
北
九
州
市
立
の
小
学
校
、
中
学
校

及
び
特
別
支
援
学
校
の
教
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
２
８

年
北
九
州
市
条
例
第
６
０
号
。
以
下
「
教
職
員
勤
務
時
間
等
条
例
」
と
い
う
。
）
第
２
条
第

４
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
当
該
教
職
員
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り

定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
 

（
２
）
 
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
１
１
０
号
）
第
１

０
条
第
１
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
教
職
員
（
同
法
第
１
７
条
の
規
定

に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
す
る
こ
と
と
な
っ
た
教
職
員
を
含
む
。
）
及
び
同
法
第
１
８
条
第
１

項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
教
職
員
 
教
職
員
勤
務
時
間
等
条
例
第
２
条
第
３
項
又
は
第
５

項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
当
該
教
職
員
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
定

め
ら
れ
た
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
 

４
 
前
２
項
に
規
定
す
る
調
整
基
本
額
は
、
当
該
教
職
員
に
適
用
さ
れ
る
給
料
表
及
び
職
務
の
級

に
応
じ
て
別
表
第
２
に
掲
げ
る
額
（
当
該
額
が
給
料
月
額
の
１
０
０
分
の
４
．
５
を
超
え
る
と

き
は
、
給
料
月
額
の
１
０
０
分
の
４
．
５
に
相
当
す
る
額
）
と
す
る
。
 

（
端
数
計
算
）
 

第
４
条
 
第
２
条
第
２
項
及
び
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
調
整
額
並
び
に
同
条
第
４
項
に
規

定
す
る
調
整
基
本
額
に
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
端
数
を
切
り
捨
て
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新
 

旧
 

た
額
を
も
っ
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
額
と
す
る
。
 

付
 
則
 

（
施
行
期
日
）
 

１
 
こ
の
規
則
は
、
平
成
２
９
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

（
教
職
員
給
与
条
例
付
則
第
１
９
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
教
職
員
の
給
料
の
調
整
額
）
 

２
 
教
職
員
給
与
条
例
付
則
第
１
９
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
教
職
員
に
対
す
る
第
２
条
第
４

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
項
中
「
掲
げ
る
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
掲
げ

る
額
に
１
０
０
分
の
７
０
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
得
た
額
に
１
０
０
円
未
満
の
端
数
を
生
じ

た
と
き
は
、
こ
れ
を
１
０
０
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
」
と
す
る
。
 

  
 

       

 

付
 
則
 

 

 
こ
の
規
則
は
、
平
成
２
９
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
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北
九
州
市
立
の
小
学
校
、
中
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
の
教
職
員
の
管
理
職
手
当
及
び
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
新
旧
対
照
表
（
第
４
条
関
係
）
 
 

新
 

旧
 

（
管
理
職
手
当
）
 

第
２
条
 
教
職
員
給
与
条
例
第
１
７
条
第
１
項
に
規
定
す
る
教
育
委
員
会
規
則
で
指
定
す
る
職
は

、
別
表
第
１
及
び
別
表
第
２
に
掲
げ
る
職
と
し
、
同
項
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
教
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
（
当
該
額
に
１
円
未
満

の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）
と
す
る
。
 

（
１
）
 
次
号
に
掲
げ
る
教
職
員
以
外
の
教
職
員
 
当
該
教
職
員
に
適
用
さ
れ
る
別
表
第
１
の

ア
及
び
イ
に
掲
げ
る
給
料
表
の
別
並
び
に
当
該
教
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
及
び
職
の
分
類

に
応
じ
、
同
表
の
手
当
の
月
額
の
欄
に
定
め
る
額
（
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る

法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
１
１
０
号
）
第
１
０
条
第
１
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
を

し
て
い
る
教
職
員
（
同
法
第
１
７
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
す
る
こ
と
と
な
っ
た
教

職
員
を
含
む
。
）
及
び
同
法
第
１
８
条
第
１
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
教
職
員
に
あ
っ
て

は
、
北
九
州
市
立
の
小
学
校
、
中
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
の
教
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日

、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
２
８
年
北
九
州
市
条
例
第
６
０
号
。
以
下
「
教
職
員
勤
務

時
間
等
条
例
」
と
い
う
。
）
第
２
条
第
３
項
又
は
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
当
該

教
職
員
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た

数
を
そ
れ
ぞ
れ
当
該
額
に
乗
じ
て
得
た
額
）
 

  （
２
）
 
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
２
５
年
法
律
第
２
６
１
号
）
第
２
２
条
の
４
第
１
項
の
規
定

に
よ
り
採
用
さ
れ
た
教
職
員
 
当
該
教
職
員
に
適
用
さ
れ
る
別
表
第
２
の
ア
及
び
イ
に
掲
げ

（
管
理
職
手
当
）
 

第
２
条
 
教
職
員
給
与
条
例
第
１
７
条
第
１
項
に
規
定
す
る
教
育
委
員
会
規
則
で
指
定
す
る
職
は

、
別
表
第
１
及
び
別
表
第
２
に
掲
げ
る
職
と
し
、
同
項
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
教
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

 

（
１
）
 
次
号
に
掲
げ
る
教
職
員
以
外
の
教
職
員
 
当
該
教
職
員
に
適
用
さ
れ
る
別
表
第
１
の

ア
及
び
イ
に
掲
げ
る
給
料
表
の
別
並
び
に
当
該
教
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
及
び
職
の
分
類

に
応
じ
、
同
表
の
手
当
の
月
額
の
欄
に
定
め
る
額
（
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る

法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
１
１
０
号
）
第
１
０
条
第
１
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
を

し
て
い
る
教
職
員
（
同
法
第
１
７
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
す
る
こ
と
と
な
っ
た
教

職
員
を
含
む
。
以
下
「
育
児
短
時
間
勤
務
教
職
員
等
」
と
い
う
。
）
及
び
同
法
第
１
８
条
第

１
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
教
職
員
に
あ
っ
て
は
、
北
九
州
市
立
の
小
学
校
、
中
学
校
及

び
特
別
支
援
学
校
の
教
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
２
８
年

北
九
州
市
条
例
第
６
０
号
。
以
下
「
教
職
員
勤
務
時
間
等
条
例
」
と
い
う
。
）
第
２
条
第
３

項
又
は
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
１
項
の
規
定
に

よ
り
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
（
以
下
「
算
出
率
」
と
い
う
。
）
を
当
該
額

に
乗
じ
て
得
た
額
と
し
、
そ
の
額
に
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り

捨
て
た
額
）
 

（
２
）
 
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
２
５
年
法
律
第
２
６
１
号
）
第
２
８
条
の
４
第
１
項
、
第
２

８
条
の
５
第
１
項
又
は
第
２
８
条
の
６
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ

16



新
 

旧
 

る
給
料
表
の
別
並
び
に
当
該
教
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
及
び
職
の
分
類
に
応
じ
、
同
表
の

手
当
の
基
準
月
額
の
欄
に
定
め
る
額
に
、
教
職
員
勤
務
時
間
等
条
例
第
２
条
第
４
項
の
規
定

に
よ
り
定
め
ら
れ
た
当
該
教
職
員
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た

勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
 

    

付
 
則
 

１
 
 
略
 

２
 
 
略
 

（
教
職
員
給
与
条
例
付
則
第
１
９
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
教
職
員
の
支
給
額
）
 

３
 
教
職
員
給
与
条
例
付
則
第
１
９
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
教
職
員
に
対
す
る
第
２
条
第
１

号
並
び
に
第
３
条
第
１
項
及
び
第
３
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
ら
の

規
定
中
「
に
定
め
る
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
に
定
め
る
額
に
１
０
０
分
の
７
０
を
乗
じ
て
得
た

額
（
当
該
得
た
額
に
１
０
０
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
１
０
０
円
に
切
り
上

げ
た
額
）
」
と
す
る
。
 

    

た
教
職
員
 
当
該
教
職
員
に
適
用
さ
れ
る
別
表
第
２
の
ア
及
び
イ
に
掲
げ
る
給
料
表
の
別
並

び
に
当
該
教
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
及
び
職
の
分
類
に
応
じ
、
同
表
の
手
当
の
月
額
の
欄

に
定
め
る
額
（
同
法
第
２
８
条
の
５
第
１
項
又
は
第
２
８
条
の
６
第
２
項
に
規
定
す
る
短
時

間
勤
務
の
職
を
占
め
る
教
職
員
に
あ
っ
て
は
、
教
職
員
勤
務
時
間
等
条
例
第
２
条
第
４
項
の

規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た

勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
（
育
児
短
時
間
勤
務
教
職
員
等
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
算

出
率
）
を
当
該
額
に
乗
じ
て
得
た
額
と
し
、
そ
の
額
に
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）
 

付
 
則
 

１
 
 
略
 

２
 
 
略
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新
 

旧
 

別
表
第
２
（
第
２
条
関
係
）
 

 
ア
 
教
育
職
給
料
表
（
３
）
 

職
務
の
級
 

職
 

職
の
分
類
 

手
当
の
基
準
月
額
 

４
級
 

略
 

７
２
，
４
０
０
円
 

 
６
８
，
５
０
０
円
 

 
６
４
，
７
０
０
円
 

略
 

備
考
 
 
略
 

 
イ
 
教
育
職
給
料
表
（
４
）
 

職
務
の
級
 

職
 

職
の
分
類
 

手
当
の
基
準
月
額
 

４
級
 

略
 

６
８
，
１
０
０
円
 

 
６
４
，
５
０
０
円
 

 
６
０
，
９
０
０
円
 

略
 

 

     

別
表
第
２
（
第
２
条
関
係
）
 

 
ア
 
教
育
職
給
料
表
（
３
）
 

職
務
の
級
 

職
 

職
の
分
類
 

手
当
の
月
額
 

４
級
 

略
 

８
０
，
５
０
０
円
 

 
７
６
，
２
０
０
円
 

 
７
２
，
０
０
０
円
 

略
 

備
考
 
 
略
 

 
イ
 
教
育
職
給
料
表
（
４
）
 

職
務
の
級
 

職
 

職
の
分
類
 

手
当
の
月
額
 

４
級
 

略
 

７
８
，
５
０
０
円
 

 
７
４
，
４
０
０
円
 

 
７
０
，
２
０
０
円
 

略
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北
九
州
市
立
の
小
学
校
、
中
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
の
教
職
員
の
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
新
旧
対
照
表
（
第
５
条
関
係
）
 

新
 

旧
 

（
勤
勉
手
当
に
係
る
勤
務
期
間
）
 

第
２
０
条
 
 
略
 

２
 
前
項
の
期
間
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
期
間
を
除
算
す
る
。
 

（
１
）
～
（
５
）
 
 
略
 

（
６
）
 
公
務
外
の
負
傷
若
し
く
は
疾
病
（
当
該
負
傷
又
は
疾
病
が
通
勤
（
地
方
公
務
員
災
害

補
償
法
（
昭
和
４
２
年
法
律
第
１
２
１
号
）
第
２
条
第
２
項
及
び
第
３
項
に
規
定
す
る
通
勤

を
い
う
。
）
又
は
派
遣
職
員
、
法
人
派
遣
職
員
若
し
く
は
派
遣
条
例
第
１
０
条
に
規
定
す
る

特
定
法
人
の
役
職
員
の
派
遣
先
の
業
務
に
起
因
す
る
場
合
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
介

護
休
暇
に
よ
り
勤
務
し
な
か
っ
た
期
間
か
ら
週
休
日
及
び
休
日
（
教
職
員
給
与
条
例
第
２
６

条
第
３
項
に
規
定
す
る
休
日
を
い
う
。
）
を
除
い
た
日
（
法
第
２
２
条
の
４
第
１
項
の
規
定

に
よ
り
採
用
さ
れ
た
教
職
員
、
育
児
休
業
法
第
１
８
条
第
１
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
教

職
員
又
は
北
九
州
市
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
に
関
す
る
条
例
（
平
成
１
５
年
北
九
州

市
条
例
第
６
２
号
）
第
４
条
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
教
職
員
の
う
ち
４
週
間
に
つ
き
１

週
間
当
た
り
の
正
規
の
勤
務
時
間
が
割
り
振
ら
れ
た
日
の
数
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
１

週
間
当
た
り
の
勤
務
日
数
」
と
い
う
。
）
が
常
勤
の
教
職
員
の
１
週
間
当
た
り
の
勤
務
日
数

に
満
た
な
い
も
の
に
あ
っ
て
は
、
教
職
員
勤
務
時
間
等
条
例
第
２
条
第
４
項
又
は
第
５
項
の

規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
当
該
教
職
員
の
勤
務
時
間
を
５
で
除
し
て
得
た
時
間
を
も
っ
て
１

日
と
す
る
。
）
が
４
５
日
を
超
え
る
場
合
に
は
、
そ
の
勤
務
し
な
か
っ
た
全
期
間
 

 

 
（
７
）
～
（
９
）
 
 
略
 

（
勤
勉
手
当
に
係
る
勤
務
期
間
）
 

第
２
０
条
 
 
略
 

２
 
前
項
の
期
間
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
期
間
を
除
算
す
る
。
 

（
１
）
～
（
５
）
 
 
略
 

（
６
）
 
公
務
外
の
負
傷
若
し
く
は
疾
病
（
そ
の
負
傷
又
は
疾
病
が
通
勤
（
地
方
公
務
員
災
害

補
償
法
（
昭
和
４
２
年
法
律
第
１
２
１
号
）
第
２
条
第
２
項
及
び
第
３
項
に
規
定
す
る
通
勤

を
い
う
。
）
又
は
派
遣
職
員
、
法
人
派
遣
職
員
若
し
く
は
派
遣
条
例
第
１
０
条
に
規
定
す
る

特
定
法
人
の
役
職
員
の
派
遣
先
の
業
務
に
起
因
す
る
場
合
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
介

護
休
暇
に
よ
り
勤
務
し
な
か
っ
た
期
間
か
ら
週
休
日
及
び
休
日
（
教
職
員
給
与
条
例
第
２
６

条
第
３
項
に
規
定
す
る
休
日
を
い
う
。
）
を
除
い
た
日
（
法
第
２
８
条
の
５
第
１
項
若
し
く

は
第
２
８
条
の
６
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
教
職
員
、
育
児
休
業
法
第
１
８
条
第

１
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
教
職
員
又
は
北
九
州
市
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
に
関

す
る
条
例
（
平
成
１
５
年
北
九
州
市
条
例
第
６
２
号
）
第
４
条
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た

教
職
員
の
う
ち
４
週
間
に
つ
き
１
週
間
当
た
り
の
正
規
の
勤
務
時
間
が
割
り
振
ら
れ
た
日
の

数
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
１
週
間
当
た
り
の
勤
務
日
数
」
と
い
う
。
）
が
常
勤
の
教
職

員
の
１
週
間
当
た
り
の
勤
務
日
数
に
満
た
な
い
も
の
に
あ
っ
て
は
、
教
職
員
勤
務
時
間
等
条

例
第
２
条
第
４
項
又
は
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
５
で
除

し
て
得
た
時
間
を
も
っ
て
１
日
と
す
る
。
）
が
４
５
日
を
超
え
る
場
合
に
は
、
そ
の
勤
務
し

な
か
っ
た
全
期
間
 

 
（
７
）
～
（
９
）
 
 
略
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３
 
 
略
 

４
 
 
略
 

  

３
 
 
略
 

４
 
 
略
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北
九
州
市
立
の
小
学
校
、
中
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
の
教
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
新
旧
対
照
表
（
第
６
条
関
係
）

 

新
 

旧
 

（
勤
務
時
間
）

 

第
２
条
 
 
略

 

２
 
 
略

 

３
 
条
例
第
２
条
第
４
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
は
、
地
方
公
務
員
法
第
２
２
条
の
４
第
１
項
の

規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
教
職
員
（
以
下
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
教
職
員
」
と
い
う
。

）
の
職
務
に
応
じ
、
４
週
間
を
超
え
な
い
期
間
に
つ
き
１
週
間
当
た
り
１
５
時
間
３
０
分
か
ら

３
１
時
間
ま
で
の
範
囲
内
と
す
る
。

 

４
 
 
略

 

（
休
憩
時
間
）

 

第
３
条
 
 
略

 

２
 
育
児
短
時
間
勤
務
教
職
員
等
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
教
職
員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤

務
教
職
員
（
以
下
「
短
時
間
勤
務
教
職
員
」
と
い
う
。
）
の
休
憩
時
間
は
、
教
育
長
が
別
に
定

め
る
。

 

（
勤
務
形
態
の
変
更
に
伴
う
年
次
休
暇
の
取
扱
い
）

 

第
１
４
条
 
次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
１
週
間
ご
と
の
勤
務
日
の
日
数
又
は
勤
務
日
ご
と
の

勤
務
時
間
の
時
間
数
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
勤
務
形
態
」
と
い
う
。
）
が
変
更
さ
れ
る
と

き
の
当
該
変
更
の
日
以
後
に
お
け
る
教
職
員
の
年
次
休
暇
の
日
数
は
、
当
該
休
暇
年
度
の
初
日

に
当
該
変
更
の
日
の
勤
務
形
態
を
始
め
た
場
合
に
あ
っ
て
は
前
条
第
１
項
又
は
第
２
項
に
規
定

す
る
年
次
休
暇
の
日
数
に
同
条
第
１
０
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
休
暇
年
度
の
前
年
度
か
ら
繰
り

越
さ
れ
た
年
次
休
暇
の
日
数
を
加
え
て
得
た
日
数
と
し
、
当
該
休
暇
年
度
の
初
日
後
に
当
該
変

更
後
の
勤
務
形
態
を
始
め
た
場
合
に
お
い
て
、
同
日
以
前
に
当
該
変
更
前
の
勤
務
形
態
を
始
め

 

（
勤
務
時
間
）

 

第
２
条
 
 
略

 

２
 
 
略

 

３
 
条
例
第
２
条
第
４
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
は
、
地
方
公
務
員
法
第
２
８
条
の
５
第
１
項
又

は
第
２
８
条
の
６
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
教
職
員
（
以
下
「
再
任
用
短
時
間
勤
務

教
職
員
」
と
い
う
。
）
の
職
務
に
応
じ
、
４
週
間
を
超
え
な
い
期
間
に
つ
き
１
週
間
当
た
り
１

５
時
間
３
０
分
か
ら
３
１
時
間
ま
で
の
範
囲
内
と
す
る
。

 

４
 
 
略

 

（
休
憩
時
間
）

 

第
３
条
 
 
略

 

２
 
育
児
短
時
間
勤
務
教
職
員
等
、
再
任
用
短
時
間
勤
務
教
職
員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務
教
職

員
（
以
下
「
短
時
間
勤
務
教
職
員
」
と
い
う
。
）
の
休
憩
時
間
は
、
教
育
長
が
別
に
定
め
る
。

 

 

（
勤
務
形
態
の
変
更
に
伴
う
年
次
休
暇
の
取
扱
い
）

 

第
１
４
条
 
次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
１
週
間
ご
と
の
勤
務
日
の
日
数
又
は
勤
務
日
ご
と
の

勤
務
時
間
の
時
間
数
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
勤
務
形
態
」
と
い
う
。
）
が
変
更
さ
れ
る
と

き
の
当
該
変
更
の
日
以
後
に
お
け
る
教
職
員
の
年
次
休
暇
の
日
数
は
、
当
該
休
暇
年
度
の
初
日

に
当
該
変
更
の
日
の
勤
務
形
態
を
始
め
た
場
合
に
あ
っ
て
は
前
条
第
１
項
又
は
第
２
項
に
規
定

す
る
年
次
休
暇
の
日
数
に
同
条
第
１
０
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
休
暇
年
度
の
前
年
度
か
ら
繰
り

越
さ
れ
た
年
次
休
暇
の
日
数
を
加
え
て
得
た
日
数
と
し
、
当
該
休
暇
年
度
の
初
日
後
に
当
該
変

更
後
の
勤
務
形
態
を
始
め
た
場
合
に
お
い
て
、
同
日
以
前
に
当
該
変
更
前
の
勤
務
形
態
を
始
め
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た
と
き
に
あ
っ
て
は
当
該
日
数
か
ら
当
該
休
暇
年
度
に
お
い
て
当
該
変
更
の
日
の
前
日
ま
で
に

使
用
し
た
年
次
休
暇
の
日
数
を
減
じ
て
得
た
日
数
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
当

該
各
号
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
日
数
（
１
日
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨

五
入
し
て
得
た
日
数
）
と
し
、
当
該
休
暇
年
度
の
初
日
後
に
当
該
変
更
前
の
勤
務
形
態
を
始
め

た
と
き
に
あ
っ
て
は
当
該
勤
務
形
態
を
始
め
た
日
に
お
い
て
こ
の
条
の
規
定
に
よ
り
得
ら
れ
る

日
数
か
ら
同
日
以
後
当
該
変
更
の
日
の
前
日
ま
で
に
使
用
し
た
年
次
休
暇
の
日
数
を
減
じ
て
得

た
日
数
に
、
当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
日
数

（
１
日
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五
入
し
て
得
た
日
数
）
と
す
る
。
た
だ
し

、
そ
の
日
数
が
労
働
基
準
法
第
３
９
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
日
数
に
満
た
な
い
と
き
は
、
同

項
の
規
定
に
よ
る
日
数
と
す
る
。

 

（
１
）
 
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
教
職
員
及
び
育
児
短
時
間
勤
務
教
職
員
等
以
外
の
教
職

員
が
１
週
間
ご
と
の
勤
務
日
の
日
数
及
び
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
が
同
一
で
あ

る
育
児
短
時
間
勤
務
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
斉
一
型
育
児
短
時
間
勤
務
」
と
い
う
。
）

を
始
め
る
場
合
、
斉
一
型
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
教
職
員
が
引
き
続
い
て
勤
務
形
態

を
異
に
す
る
斉
一
型
育
児
短
時
間
勤
務
を
始
め
る
場
合
又
は
育
児
短
時
間
勤
務
教
職
員
等
が

斉
一
型
育
児
短
時
間
勤
務
若
し
く
は
斉
一
型
短
時
間
勤
務
（
育
児
休
業
法
第
１
７
条
の
規
定

に
よ
る
短
時
間
勤
務
の
う
ち
、
１
週
間
ご
と
の
勤
務
日
の
日
数
及
び
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時

間
の
時
間
数
が
同
一
で
あ
る
も
の
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
終
え
る
場
合
 
勤

務
形
態
の
変
更
後
に
お
け
る
１
週
間
の
勤
務
日
の
日
数
を
当
該
勤
務
形
態
の
変
更
前
に
お
け

る
１
週
間
の
勤
務
日
の
日
数
で
除
し
て
得
た
率

 

（
２
）
 
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
教
職
員
及
び
育
児
短
時
間
勤
務
教
職
員
等
以
外
の
教
職

員
が
斉
一
型
育
児
短
時
間
勤
務
以
外
の
育
児
短
時
間
勤
務
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
不
斉

た
と
き
に
あ
っ
て
は
当
該
日
数
か
ら
当
該
休
暇
年
度
に
お
い
て
当
該
変
更
の
日
の
前
日
ま
で
に

使
用
し
た
年
次
休
暇
の
日
数
を
減
じ
て
得
た
日
数
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
当

該
各
号
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
日
数
（
１
日
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨

五
入
し
て
得
た
日
数
）
と
し
、
当
該
休
暇
年
度
の
初
日
後
に
当
該
変
更
前
の
勤
務
形
態
を
始
め

た
と
き
に
あ
っ
て
は
当
該
勤
務
形
態
を
始
め
た
日
に
お
い
て
こ
の
条
の
規
定
に
よ
り
得
ら
れ
る

日
数
か
ら
同
日
以
後
当
該
変
更
の
日
の
前
日
ま
で
に
使
用
し
た
年
次
休
暇
の
日
数
を
減
じ
て
得

た
日
数
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
日
数

（
１
日
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五
入
し
て
得
た
日
数
）
と
す
る
。
た
だ
し

、
そ
の
日
数
が
労
働
基
準
法
第
３
９
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
日
数
に
満
た
な
い
と
き
は
、
同

項
の
規
定
に
よ
る
日
数
と
す
る
。

 

（
１
）
 
再
任
用
短
時
間
勤
務
教
職
員
及
び
育
児
短
時
間
勤
務
教
職
員
等
以
外
の
教
職
員
が
１

週
間
ご
と
の
勤
務
日
の
日
数
及
び
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
が
同
一
で
あ
る
育
児

短
時
間
勤
務
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
斉
一
型
育
児
短
時
間
勤
務
」
と
い
う
。
）
を
始
め

る
場
合
、
斉
一
型
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
教
職
員
が
引
き
続
い
て
勤
務
形
態
を
異
に

す
る
斉
一
型
育
児
短
時
間
勤
務
を
始
め
る
場
合
又
は
育
児
短
時
間
勤
務
教
職
員
等
が
斉
一
型

育
児
短
時
間
勤
務
若
し
く
は
斉
一
型
短
時
間
勤
務
（
育
児
休
業
法
第
１
７
条
の
規
定
に
よ
る

短
時
間
勤
務
の
う
ち
、
１
週
間
ご
と
の
勤
務
日
の
日
数
及
び
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
の
時

間
数
が
同
一
で
あ
る
も
の
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
終
え
る
場
合
 
勤
務
形
態

の
変
更
後
に
お
け
る
１
週
間
の
勤
務
日
の
日
数
を
当
該
勤
務
形
態
の
変
更
前
に
お
け
る
１
週

間
の
勤
務
日
の
日
数
で
除
し
て
得
た
率

 

（
２
）
 
再
任
用
短
時
間
勤
務
教
職
員
及
び
育
児
短
時
間
勤
務
教
職
員
等
以
外
の
教
職
員
が
斉

一
型
育
児
短
時
間
勤
務
以
外
の
育
児
短
時
間
勤
務
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
不
斉
一
型
育
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一
型
育
児
短
時
間
勤
務
」
と
い
う
。
）
を
始
め
る
場
合
、
不
斉
一
型
育
児
短
時
間
勤
務
を
し

て
い
る
教
職
員
が
引
き
続
い
て
勤
務
形
態
を
異
に
す
る
不
斉
一
型
育
児
短
時
間
勤
務
を
始
め

る
場
合
又
は
育
児
短
時
間
勤
務
教
職
員
等
が
不
斉
一
型
育
児
短
時
間
勤
務
若
し
く
は
育
児
休

業
法
第
１
７
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
の
う
ち
斉
一
型
短
時
間
勤
務
以
外
の
も
の
を
終

え
る
場
合
 
勤
務
形
態
の
変
更
後
に
お
け
る
１
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
を
当
該

勤
務
形
態
の
変
更
前
に
お
け
る
１
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
で
除
し
て
得
た
率
 

 
（
３
）
 
 
略
 

（
４
）
 
 
略
 

（
介
護
休
暇
）
 

第
１
７
条
 
 
略
 

２
 
介
護
休
暇
の
期
間
又
は
日
数
は
、
第
９
条
第
３
項
各
号
に
掲
げ
る
者
が
条
例
第
１
４
条
第
４

項
に
規
定
す
る
介
護
を
必
要
と
す
る
一
の
継
続
す
る
状
態
ご
と
に
、
３
回
を
超
え
ず
、
か
つ
、

通
算
し
て
６
月
を
超
え
な
い
期
間
内
に
お
い
て
必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間
又
は
休
暇
年
度
に
６

０
日
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
教
職
員
又
は
任
期
付
短
時
間
勤
務
教
職
員
（
１
週
間
当
た

り
の
勤
務
日
数
が
５
日
の
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
教
職
員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務
教
職

員
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
６
０
日
に
条
例
第
２
条
第
４
項
又
は
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
定

め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間
で
除
し

て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
日
数
（
１
日
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五
入
し
て

得
た
日
数
）
）
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
必
要
と
認
め
ら
れ
る
日
数
と
す
る
。
 

３
～
５
 
 
略
 

（
組
合
休
暇
）
 

第
１
９
条
 
組
合
休
暇
（
条
例
第
１
４
条
第
５
項
に
規
定
す
る
無
給
休
暇
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

児
短
時
間
勤
務
」
と
い
う
。
）
を
始
め
る
場
合
、
不
斉
一
型
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る

教
職
員
が
引
き
続
い
て
勤
務
形
態
を
異
に
す
る
不
斉
一
型
育
児
短
時
間
勤
務
を
始
め
る
場
合

又
は
育
児
短
時
間
勤
務
教
職
員
等
が
不
斉
一
型
育
児
短
時
間
勤
務
若
し
く
は
育
児
休
業
法
第

１
７
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
の
う
ち
斉
一
型
短
時
間
勤
務
以
外
の
も
の
を
終
え
る
場

合
 
勤
務
形
態
の
変
更
後
に
お
け
る
１
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
を
当
該
勤
務
形

態
の
変
更
前
に
お
け
る
１
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
で
除
し
て
得
た
率
 

 
（
３
）
 
 
略
 

（
４
）
 
 
略
 

（
介
護
休
暇
）
 

第
１
７
条
 
 
略
 

２
 
介
護
休
暇
の
期
間
又
は
日
数
は
、
第
９
条
第
３
項
各
号
に
掲
げ
る
者
が
条
例
第
１
４
条
第
４

項
に
規
定
す
る
介
護
を
必
要
と
す
る
一
の
継
続
す
る
状
態
ご
と
に
、
３
回
を
超
え
ず
、
か
つ
、

通
算
し
て
６
月
を
超
え
な
い
期
間
内
に
お
い
て
必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間
又
は
休
暇
年
度
に
６

０
日
（
再
任
用
短
時
間
勤
務
教
職
員
又
は
任
期
付
短
時
間
勤
務
教
職
員
（
１
週
間
当
た
り
の
勤

務
日
数
が
５
日
の
再
任
用
短
時
間
勤
務
教
職
員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務
教
職
員
を
除
く
。
）

に
あ
っ
て
は
、
６
０
日
に
条
例
第
２
条
第
４
項
又
は
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の

者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗

じ
て
得
た
日
数
（
１
日
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五
入
し
て
得
た
日
数
）
）

を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
必
要
と
認
め
ら
れ
る
日
数
と
す
る
。
 

３
～
５
 
 
略
 

（
組
合
休
暇
）
 

第
１
９
条
 
組
合
休
暇
（
条
例
第
１
４
条
第
５
項
に
規
定
す
る
無
給
休
暇
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
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旧
 

）
は
、
休
暇
年
度
に
３
０
日
（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
教
職
員
又
は
任
期
付
短
時
間
勤
務

教
職
員
（
１
週
間
当
た
り
の
勤
務
日
数
が
５
日
の
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
教
職
員
及
び
任

期
付
短
時
間
勤
務
教
職
員
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
３
０
日
に
条
例
第
２
条
第
４
項
又
は
第

５
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら

れ
た
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
日
数
（
１
日
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

こ
れ
を
四
捨
五
入
し
て
得
た
日
数
）
）
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
 
略
 

３
 
 
略
 

第
２
４
条
 
会
計
年
度
任
用
職
員
等
が
引
き
続
き
こ
の
規
則
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
っ
た
場

合
に
お
け
る
当
該
職
員
（
以
下
「
規
則
適
用
会
計
年
度
任
用
職
員
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
異

動
日
か
ら
異
動
日
の
属
す
る
休
暇
年
度
の
末
日
ま
で
に
与
え
る
年
次
休
暇
の
日
数
は
、
第
１
３

条
第
１
項
及
び
第
２
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
則
適
用
会
計
年
度
任

用
職
員
等
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
数
と
す
る
。
た
だ
し
、
１
週
間
ご
と
の
勤

務
日
の
日
数
又
は
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
の
変
更
に
よ
り
、
こ
れ
に
よ
り
難
い
と

認
め
る
場
合
は
、
教
育
長
が
別
に
定
め
る
。
 

 
（
１
）
 
 
略
 

（
２
）
 
短
時
間
勤
務
教
職
員
で
あ
る
規
則
適
用
会
計
年
度
任
用
職
員
等
 
第
１
３
条
第
１
項

た
だ
し
書
及
び
第
２
項
に
定
め
る
日
数
に
規
則
適
用
会
計
年
度
任
用
職
員
等
が
従
前
の
会
計

年
度
任
用
職
員
等
に
係
る
条
例
等
に
よ
り
使
用
で
き
る
と
さ
れ
た
年
次
休
暇
の
日
数
を
加
え

た
日
数
（
当
該
加
え
た
日
数
が
、
同
項
に
定
め
る
日
数
を
超
え
る
と
き
は
同
項
に
定
め
る
日

数
、
労
働
基
準
法
第
３
９
条
第
１
項
か
ら
第
３
項
ま
で
に
規
定
す
る
日
数
に
満
た
な
い
と
き

は
当
該
規
定
す
る
日
数
）
か
ら
異
動
日
の
前
日
ま
で
に
既
に
使
用
し
た
年
次
休
暇
の
日
数
を

）
は
、
休
暇
年
度
に
３
０
日
（
再
任
用
短
時
間
勤
務
教
職
員
又
は
任
期
付
短
時
間
勤
務
教
職
員

（
１
週
間
当
た
り
の
勤
務
日
数
が
５
日
の
再
任
用
短
時
間
勤
務
教
職
員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤

務
教
職
員
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
３
０
日
に
条
例
第
２
条
第
４
項
又
は
第
５
項
の
規
定
に

よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間

で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
日
数
（
１
日
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五

入
し
て
得
た
日
数
）
）
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
 
略
 

３
 
 
略
 

第
２
４
条
 
会
計
年
度
任
用
職
員
等
が
引
き
続
き
こ
の
規
則
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
っ
た
場

合
に
お
け
る
当
該
職
員
（
以
下
「
規
則
適
用
会
計
年
度
任
用
職
員
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
異

動
日
か
ら
異
動
日
の
属
す
る
休
暇
年
度
の
末
日
ま
で
に
与
え
る
年
次
休
暇
の
日
数
は
、
第
１
３

条
第
１
項
及
び
第
２
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
則
適
用
会
計
年
度
任

用
職
員
等
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
数
と
す
る
。
た
だ
し
、
１
週
間
ご
と
の
勤

務
日
の
日
数
又
は
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
の
変
更
に
よ
り
、
こ
れ
に
よ
り
難
い
と

認
め
る
場
合
は
、
教
育
長
が
別
に
定
め
る
。
 

 
（
１
）
 
 
略
 

（
２
）
 
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
、
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
又
は
任
期
付
短
時
間
勤
務
職

員
で
あ
る
規
則
適
用
会
計
年
度
任
用
職
員
等
 
第
１
３
条
第
１
項
た
だ
し
書
及
び
第
２
項
に

定
め
る
日
数
に
規
則
適
用
会
計
年
度
任
用
職
員
等
が
従
前
の
会
計
年
度
任
用
職
員
等
に
係
る

条
例
等
に
よ
り
使
用
で
き
る
と
さ
れ
た
年
次
休
暇
の
日
数
を
加
え
た
日
数
（
当
該
加
え
た
日

数
が
、
同
項
に
定
め
る
日
数
を
超
え
る
と
き
は
同
項
に
定
め
る
日
数
、
労
働
基
準
法
第
３
９

条
第
１
項
か
ら
第
３
項
ま
で
に
規
定
す
る
日
数
に
満
た
な
い
と
き
は
当
該
規
定
す
る
日
数
）
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旧
 

差
し
引
い
た
日
数
 

２
 
 
略

 

付
 
則
 

１
～
１
５
 
 
略
 

１
６
 
教
職
員
が
自
発
的
に
、
か
つ
、
報
酬
を
得
な
い
で
東
日
本
大
震
災
、
平
成
２
８
年
熊
本
地

震
又
は
平
成
２
９
年
７
月
九
州
北
部
豪
雨
の
被
災
地
又
は
そ
の
周
辺
の
地
域
に
お
け
る
生
活
関

連
物
資
の
配
布
そ
の
他
の
被
災
者
を
支
援
す
る
活
動
（
専
ら
親
族
に
対
す
る
支
援
と
な
る
活
動

を
除
く
。
）
を
行
う
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
条
例
第
１
４
条
第
３
項
に
規
定
す
る
有
給
休
暇
を

受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
第
２
１
条
及
び
別
表
第
４
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
２

項
及
び
第
４
項
中
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
」
と
あ
る
の
は
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
並
び
に
東
日

本
大
震
災
、
平
成
２
８
年
熊
本
地
震
及
び
平
成
２
９
年
７
月
九
州
北
部
豪
雨
に
係
る
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
活
動
」
と
、
同
表
中
 

 
「
 

４
 
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

 
休
暇
年
度
に
５
日
（
定

年
前
再
任
用
短
時
間
勤

務
教
職
員
又
は
任
期
付

短
時
間
勤
務
教
職
員
（

１
週
間
当
た
り
の
勤
務

日
数
が
５
日
の
定
年
前

再
任
用
短
時
間
勤
務
教

職
員
及
び
任
期
付
短
時

 

（
１
）
 
自
発
的
に
、
か

つ
、
報
酬
を
得
な
い
で

次
に
掲
げ
る
社
会
に
貢

献
す
る
活
動
（
専
ら
親

族
に
対
す
る
支
援
と
な

る
活
動
を
除
く
。
）
を

行
う
場
合
で
、
そ
の
勤

務
し
な
い
こ
と
が
相
当

 

 
 

 

か
ら
異
動
日
の
前
日
ま
で
に
既
に
使
用
し
た
年
次
休
暇
の
日
数
を
差
し
引
い
た
日
数
 

２
 
 
略
 

 
 
 
付
 
則
 

１
～
１
５
 
 
略
 

１
６
 
教
職
員
が
自
発
的
に
、
か
つ
、
報
酬
を
得
な
い
で
東
日
本
大
震
災
、
平
成
２
８
年
熊
本
地

震
又
は
平
成
２
９
年
７
月
九
州
北
部
豪
雨
の
被
災
地
又
は
そ
の
周
辺
の
地
域
に
お
け
る
生
活
関

連
物
資
の
配
布
そ
の
他
の
被
災
者
を
支
援
す
る
活
動
（
専
ら
親
族
に
対
す
る
支
援
と
な
る
活
動

を
除
く
。
）
を
行
う
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
条
例
第
１
４
条
第
３
項
に
規
定
す
る
有
給
休
暇
を

受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
第
２
１
条
及
び
別
表
第
４
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
２

項
及
び
第
４
項
中
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
」
と
あ
る
の
は
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
並
び
に
東
日

本
大
震
災
、
平
成
２
８
年
熊
本
地
震
及
び
平
成
２
９
年
７
月
九
州
北
部
豪
雨
に
係
る
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
活
動
」
と
、
同
表
中
 

 
「
 

４
 
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

 
休
暇
年
度
に
５
日
（
再

任
用
短
時
間
勤
務
教
職

員
又
は
任
期
付
短
時
間

勤
務
教
職
員
（
１
週
間

当
た
り
の
勤
務
日
数
が

５
日
の
再
任
用
短
時
間

勤
務
教
職
員
及
び
任
期

付
短
時
間
勤
務
教
職
員

 

（
１
）
 
自
発
的
に
、
か

つ
、
報
酬
を
得
な
い
で

次
に
掲
げ
る
社
会
に
貢

献
す
る
活
動
（
専
ら
親

族
に
対
す
る
支
援
と
な

る
活
動
を
除
く
。
）
を

行
う
場
合
で
、
そ
の
勤

務
し
な
い
こ
と
が
相
当
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旧
 

 
 

 

 
間
勤
務
教
職
員
を
除
く

。
以
下
同
じ
。
）
に
あ

っ
て
は
、
５
日
に
条
例

第
２
条
第
４
項
又
は
第

５
項
の
規
定
に
よ
り
定

め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤

務
時
間
を
同
条
第
１
項

の
規
定
に
よ
り
定
め
ら

れ
た
勤
務
時
間
で
除
し

て
得
た
数
を
乗
じ
て
得

た
日
数
（
１
日
未
満
の

端
数
が
あ
る
と
き
は
、

こ
れ
を
四
捨
五
入
し
て

得
た
日
数
）
）
を
超
え

な
い
範
囲
内
に
お
い
て

必
要
と
認
め
ら
れ
る
日

数
 

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

と
き
に
与
え
ら
れ
る
も

の
と
す
る
。

 

ア
 
地
震
、
暴
風
雨
、
噴

火
等
に
よ
り
相
当
規
模

の
災
害
が
発
生
し
た
被

災
地
又
は
そ
の
周
辺
の

地
域
に
お
け
る
生
活
関

連
物
資
の
配
布
そ
の
他

の
被
災
者
を
支
援
す
る

活
動

 

イ
 
障
害
者
支
援
施
設
、

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

そ
の
他
の
主
と
し
て
身

体
上
若
し
く
は
精
神
上

の
障
害
が
あ
る
者
又
は

負
傷
し
、
若
し
く
は
疾

病
に
か
か
っ
た
者
に
対

し
て
必
要
な
措
置
を
講

ず
る
こ
と
を
目
的
と
す

 

 
 

 

 
 

 

 
を
除
く
。
以
下
同
じ
。

）
に
あ
っ
て
は
、
５
日

に
条
例
第
２
条
第
４
項

又
は
第
５
項
の
規
定
に

よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の

者
の
勤
務
時
間
を
同
条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り

定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間

で
除
し
て
得
た
数
を
乗

じ
て
得
た
日
数
（
１
日

未
満
の
端
数
が
あ
る
と

き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五

入
し
て
得
た
日
数
）
）

を
超
え
な
い
範
囲
内
に

お
い
て
必
要
と
認
め
ら

れ
る
日
数

 

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

と
き
に
与
え
ら
れ
る
も

の
と
す
る
。

 

ア
 
地
震
、
暴
風
雨
、
噴

火
等
に
よ
り
相
当
規
模

の
災
害
が
発
生
し
た
被

災
地
又
は
そ
の
周
辺
の

地
域
に
お
け
る
生
活
関

連
物
資
の
配
布
そ
の
他

の
被
災
者
を
支
援
す
る

活
動

 

イ
 
障
害
者
支
援
施
設
、

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

そ
の
他
の
主
と
し
て
身

体
上
若
し
く
は
精
神
上

の
障
害
が
あ
る
者
又
は

負
傷
し
、
若
し
く
は
疾

病
に
か
か
っ
た
者
に
対

し
て
必
要
な
措
置
を
講

ず
る
こ
と
を
目
的
と
す
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新
 

旧
 

 
 

 

 
 

る
施
設
で
あ
っ
て
教
育

長
が
定
め
る
も
の
に
お

け
る
活
動

 

ウ
 
ア
及
び
イ
に
掲
げ
る

活
動
の
ほ
か
、
身
体
上

若
し
く
は
精
神
上
の
障

害
、
負
傷
又
は
疾
病
に

よ
り
常
態
と
し
て
日
常

生
活
を
営
む
の
に
支
障

が
あ
る
者
の
介
護
そ
の

他
の
日
常
生
活
を
支
援

す
る
活
動

 

（
２
）
 
休
暇
は
、
１
日

、
半
日
相
当
又
は
１
時

間
単
位
と
す
る
。

 

（
３
）
 
第
１
３
条
第
５

項
か
ら
第
７
項
ま
で
及

び
第
９
項
の
規
定
は
、

こ
の
休
暇
に
準
用
す
る

 

 
 

 
。

 

 

 
 

 

 
 

る
施
設
で
あ
っ
て
教
育

長
が
定
め
る
も
の
に
お

け
る
活
動

 

ウ
 
ア
及
び
イ
に
掲
げ
る

活
動
の
ほ
か
、
身
体
上

若
し
く
は
精
神
上
の
障

害
、
負
傷
又
は
疾
病
に

よ
り
常
態
と
し
て
日
常

生
活
を
営
む
の
に
支
障

が
あ
る
者
の
介
護
そ
の

他
の
日
常
生
活
を
支
援

す
る
活
動

 

（
２
）
 
休
暇
は
、
１
日

、
半
日
相
当
又
は
１
時

間
単
位
と
す
る
。

 

（
３
）
 
第
１
３
条
第
５

項
か
ら
第
７
項
ま
で
及

び
第
９
項
の
規
定
は
、

こ
の
休
暇
に
準
用
す
る

 

 
 

 
。
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 」

 

と
あ
る
の
は
 

 
「
 

４
 
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

 
休
暇
年
度
に
５
日
（
定

年
前
再
任
用
短
時
間
勤

務
教
職
員
又
は
任
期
付

短
時
間
勤
務
教
職
員
（

１
週
間
当
た
り
の
勤
務

日
数
が
５
日
の
定
年
前

再
任
用
短
時
間
勤
務
教

職
員
及
び
任
期
付
短
時

間
勤
務
教
職
員
を
除
く

。
以
下
同
じ
。
）
に
あ

っ
て
は
、
５
日
に
条
例

第
２
条
第
４
項
又
は
第

５
項
の
規
定
に
よ
り
定

め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤

務
時
間
を
同
条
第
１
項

の
規
定
に
よ
り
定
め
ら

れ
た
勤
務
時
間
で
除
し

て
得
た
数
を
乗
じ
て
得

 

（
１
）
 
自
発
的
に
、
か

つ
、
報
酬
を
得
な
い
で

次
に
掲
げ
る
社
会
に
貢

献
す
る
活
動
（
専
ら
親

族
に
対
す
る
支
援
と
な

る
活
動
を
除
く
。
）
を

行
う
場
合
で
、
そ
の
勤

務
し
な
い
こ
と
が
相
当

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

と
き
に
与
え
ら
れ
る
も

の
と
す
る
。

 

ア
 
地
震
、
暴
風
雨
、
噴

火
等
に
よ
り
相
当
規
模

の
災
害
が
発
生
し
た
被

災
地
又
は
そ
の
周
辺
の

地
域
に
お
け
る
生
活
関

連
物
資
の
配
布
そ
の
他

の
被
災
者
を
支
援
す
る

 

 
 

 

」
 

と
あ
る
の
は
 

 
「
 

４
 
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

 
休
暇
年
度
に
５
日
（
再

任
用
短
時
間
勤
務
教
職

員
又
は
任
期
付
短
時
間

勤
務
教
職
員
（
１
週
間

当
た
り
の
勤
務
日
数
が

５
日
の
再
任
用
短
時
間

勤
務
教
職
員
及
び
任
期

付
短
時
間
勤
務
教
職
員

を
除
く
。
以
下
同
じ
。

）
に
あ
っ
て
は
、
５
日

に
条
例
第
２
条
第
４
項

又
は
第
５
項
の
規
定
に

よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の

者
の
勤
務
時
間
を
同
条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り

定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間

で
除
し
て
得
た
数
を
乗

じ
て
得
た
日
数
（
１
日

 

（
１
）
 
自
発
的
に
、
か

つ
、
報
酬
を
得
な
い
で

次
に
掲
げ
る
社
会
に
貢

献
す
る
活
動
（
専
ら
親

族
に
対
す
る
支
援
と
な

る
活
動
を
除
く
。
）
を

行
う
場
合
で
、
そ
の
勤

務
し
な
い
こ
と
が
相
当

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

と
き
に
与
え
ら
れ
る
も

の
と
す
る
。

 

ア
 
地
震
、
暴
風
雨
、
噴

火
等
に
よ
り
相
当
規
模

の
災
害
が
発
生
し
た
被

災
地
又
は
そ
の
周
辺
の

地
域
に
お
け
る
生
活
関

連
物
資
の
配
布
そ
の
他

の
被
災
者
を
支
援
す
る
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旧
 

 
 

 

 
た
日
数
（
１
日
未
満
の

端
数
が
あ
る
と
き
は
、

こ
れ
を
四
捨
五
入
し
て

得
た
日
数
）
）
を
超
え

な
い
範
囲
内
に
お
い
て

必
要
と
認
め
ら
れ
る
日

数
 

活
動
（
次
項
に
規
定
す

る
東
日
本
大
震
災
、
平

成
２
８
年
熊
本
地
震
及

び
平
成
２
９
年
７
月
九

州
北
部
豪
雨
に
係
る
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
除

く
。
）

 

イ
 
障
害
者
支
援
施
設
、

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

そ
の
他
の
主
と
し
て
身

体
上
若
し
く
は
精
神
上

の
障
害
が
あ
る
者
又
は

負
傷
し
、
若
し
く
は
疾

病
に
か
か
っ
た
者
に
対

し
て
必
要
な
措
置
を
講

ず
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
施
設
で
あ
っ
て
教
育

長
が
定
め
る
も
の
に
お

け
る
活
動

 

ウ
 
ア
及
び
イ
に
掲
げ
る

 

 
 

 

 
 

 

 
未
満
の
端
数
が
あ
る
と

き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五

入
し
て
得
た
日
数
）
）

を
超
え
な
い
範
囲
内
に

お
い
て
必
要
と
認
め
ら

れ
る
日
数

 

活
動
（
次
項
に
規
定
す

る
東
日
本
大
震
災
、
平

成
２
８
年
熊
本
地
震
及

び
平
成
２
９
年
７
月
九

州
北
部
豪
雨
に
係
る
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
除

く
。
）

 

イ
 
障
害
者
支
援
施
設
、

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

そ
の
他
の
主
と
し
て
身

体
上
若
し
く
は
精
神
上

の
障
害
が
あ
る
者
又
は

負
傷
し
、
若
し
く
は
疾

病
に
か
か
っ
た
者
に
対

し
て
必
要
な
措
置
を
講

ず
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
施
設
で
あ
っ
て
教
育

長
が
定
め
る
も
の
に
お

け
る
活
動

 

ウ
 
ア
及
び
イ
に
掲
げ
る
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活
動
の
ほ
か
、
身
体
上

若
し
く
は
精
神
上
の
障

害
、
負
傷
又
は
疾
病
に

よ
り
常
態
と
し
て
日
常

生
活
を
営
む
の
に
支
障

が
あ
る
者
の
介
護
そ
の

他
の
日
常
生
活
を
支
援

す
る
活
動

 

（
２
）
 
休
暇
は
、
１
日

、
半
日
相
当
又
は
１
時

間
単
位
と
す
る
。

 

（
３
）
 
第
１
３
条
第
５

項
か
ら
第
７
項
ま
で
及

び
第
９
項
の
規
定
は
、

こ
の
休
暇
に
準
用
す
る

 

 
 

 
。

 

４
の
２
 
東
日
本
大
震
災

、
平
成
２
８
年
熊
本
地

震
及
び
平
成
２
９
年
７

月
九
州
北
部
豪
雨
に
係

 

休
暇
年
度
に
１
０
日
（

定
年
前
再
任
用
短
時
間

勤
務
教
職
員
又
は
任
期

付
短
時
間
勤
務
教
職
員
 

（
１
）
 
自
発
的
に
、
か

つ
、
報
酬
を
得
な
い
で

東
日
本
大
震
災
、
平
成

２
８
年
熊
本
地
震
又
は

 

 
 

 

 
 

 

 
 

活
動
の
ほ
か
、
身
体
上

若
し
く
は
精
神
上
の
障

害
、
負
傷
又
は
疾
病
に

よ
り
常
態
と
し
て
日
常

生
活
を
営
む
の
に
支
障

が
あ
る
者
の
介
護
そ
の

他
の
日
常
生
活
を
支
援

す
る
活
動

 

（
２
）
 
休
暇
は
、
１
日

、
半
日
相
当
又
は
１
時

間
単
位
と
す
る
。

 

（
３
）
 
第
１
３
条
第
５

項
か
ら
第
７
項
ま
で
及

び
第
９
項
の
規
定
は
、

こ
の
休
暇
に
準
用
す
る

 

 
 

 
。

 

４
の
２
 
東
日
本
大
震
災

、
平
成
２
８
年
熊
本
地

震
及
び
平
成
２
９
年
７

月
九
州
北
部
豪
雨
に
係

 

休
暇
年
度
に
１
０
日
（

再
任
用
短
時
間
勤
務
教

職
員
又
は
任
期
付
短
時

間
勤
務
教
職
員
に
あ
っ
 

（
１
）
 
自
発
的
に
、
か

つ
、
報
酬
を
得
な
い
で

東
日
本
大
震
災
、
平
成

２
８
年
熊
本
地
震
又
は
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る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

 
に
あ
っ
て
は
、
１
０
日

に
条
例
第
２
条
第
４
項

又
は
第
５
項
の
規
定
に

よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の

者
の
勤
務
時
間
を
同
条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り

定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間

で
除
し
て
得
た
数
を
乗

じ
て
得
た
日
数
（
１
日

未
満
の
端
数
が
あ
る
と

き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五

入
し
て
得
た
日
数
）
）

を
超
え
な
い
範
囲
内
に

お
い
て
必
要
と
認
め
ら

れ
る
日
数
 

平
成
２
９
年
７
月
九
州

北
部
豪
雨
の
被
災
地
又

は
そ
の
周
辺
の
地
域
に

お
け
る
生
活
関
連
物
資

の
配
布
そ
の
他
の
被
災

者
を
支
援
す
る
活
動
（

専
ら
親
族
に
対
す
る
支

援
と
な
る
活
動
を
除
く

。
）
を
行
う
場
合
で
、

そ
の
勤
務
し
な
い
こ
と

が
相
当
で
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
と
き
に
与
え
ら

れ
る
も
の
と
す
る
。

 

（
２
）
 
休
暇
は
、
１
日

、
半
日
相
当
又
は
１
時

間
単
位
と
す
る
。

 

（
３
）
 
第
１
３
条
第
５

項
か
ら
第
７
項
ま
で
及

び
第
９
項
の
規
定
は
、

こ
の
休
暇
に
準
用
す
る

 

 
 

 

 
 

 

る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

 
て
は
、
１
０
日
に
条
例

第
２
条
第
４
項
又
は
第

５
項
の
規
定
に
よ
り
定

め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤

務
時
間
を
同
条
第
１
項

の
規
定
に
よ
り
定
め
ら

れ
た
勤
務
時
間
で
除
し

て
得
た
数
を
乗
じ
て
得

た
日
数
（
１
日
未
満
の

端
数
が
あ
る
と
き
は
、

こ
れ
を
四
捨
五
入
し
て

得
た
日
数
）
）
を
超
え

な
い
範
囲
内
に
お
い
て

必
要
と
認
め
ら
れ
る
日

数
 

平
成
２
９
年
７
月
九
州

北
部
豪
雨
の
被
災
地
又

は
そ
の
周
辺
の
地
域
に

お
け
る
生
活
関
連
物
資

の
配
布
そ
の
他
の
被
災

者
を
支
援
す
る
活
動
（

専
ら
親
族
に
対
す
る
支

援
と
な
る
活
動
を
除
く

。
）
を
行
う
場
合
で
、

そ
の
勤
務
し
な
い
こ
と

が
相
当
で
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
と
き
に
与
え
ら

れ
る
も
の
と
す
る
。

 

（
２
）
 
休
暇
は
、
１
日

、
半
日
相
当
又
は
１
時

間
単
位
と
す
る
。

 

（
３
）
 
第
１
３
条
第
５

項
か
ら
第
７
項
ま
で
及

び
第
９
項
の
規
定
は
、

こ
の
休
暇
に
準
用
す
る
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。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
」
 

 
と
す
る
。
 

                  

 
 

 

 
 

。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
」
 

 
と
す
る
。
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別
表
第
４
（
第
１
６
条
関
係
）
 

特
別
休
暇
の
基
準
 

理
由

 
期
間
又
は
日
数

 
備
考

 

略
 

４
 
ボ
ラ

ン
テ
ィ

ア
活
動

 

休
暇
年
度
に
５
日
（
定
年

前
再
任
用
短
時
間
勤
務
教

職
員
又
は
任
期
付
短
時
間

勤
務
教
職
員
（
１
週
間
当

た
り
の
勤
務
日
数
が
５
日

の
定
年
前
再
任
用
短
時
間

勤
務
教
職
員
及
び
任
期
付

短
時
間
勤
務
教
職
員
を
除

く
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ

っ
て
は
、
５
日
に
条
例
第

２
条
第
４
項
又
は
第
５
項

の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ

た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を

同
条
第
１
項
の
規
定
に
よ

り
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間

で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ

 

      略
 

 
 

 

別
表
第
４
（
第
１
６
条
関
係
）
 

特
別
休
暇
の
基
準
 

理
由

 
期
間
又
は
日
数

 
備
考

 

略
 

４
 
ボ
ラ

ン
テ
ィ

ア
活
動

 

休
暇
年
度
に
５
日
（
再
任

用
短
時
間
勤
務
教
職
員
又

は
任
期
付
短
時
間
勤
務
教

職
員
（
１
週
間
当
た
り
の

勤
務
日
数
が
５
日
の
再
任

用
短
時
間
勤
務
教
職
員
及

び
任
期
付
短
時
間
勤
務
教

職
員
を
除
く
。
以
下
同
じ

。
）
に
あ
っ
て
は
、
５
日

に
条
例
第
２
条
第
４
項
又

は
第
５
項
の
規
定
に
よ
り

定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤

務
時
間
を
同
条
第
１
項
の

規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た

勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た

数
を
乗
じ
て
得
た
日
数
（

 

      略
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て
得
た
日
数
（
１
日
未
満

の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

こ
れ
を
四
捨
五
入
し
て
得

た
日
数
）
）
を
超
え
な
い

範
囲
内
に
お
い
て
必
要
と

認
め
ら
れ
る
日
数

 

 

略
 

８
 
配
偶

者
等
の

出
産

 

教
職
員
の
配
偶
者
等
が
出

産
す
る
た
め
に
病
院
に
入

院
す
る
等
の
日
か
ら
当
該

出
産
の
日
後
２
週
間
を
経

過
す
る
日
ま
で
の
期
間
に

お
い
て
３
日
（
定
年
前
再

任
用
短
時
間
勤
務
教
職
員

又
は
任
期
付
短
時
間
勤
務

教
職
員
に
あ
っ
て
は
、
３

日
に
条
例
第
２
条
第
４
項

又
は
第
５
項
の
規
定
に
よ

り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の

勤
務
時
間
を
同
条
第
１
項
 

         

略
 

 
 

 

 
１
日
未
満
の
端
数
が
あ
る

と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五

入
し
て
得
た
日
数
）
）
を

超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い

て
必
要
と
認
め
ら
れ
る
日

数
 

 

略
 

８
 
配
偶

者
等
の

出
産

 

教
職
員
の
配
偶
者
等
が
出

産
す
る
た
め
に
病
院
に
入

院
す
る
等
の
日
か
ら
当
該

出
産
の
日
後
２
週
間
を
経

過
す
る
日
ま
で
の
期
間
に

お
い
て
３
日
（
再
任
用
短

時
間
勤
務
教
職
員
又
は
任

期
付
短
時
間
勤
務
教
職
員

に
あ
っ
て
は
、
３
日
に
条

例
第
２
条
第
４
項
又
は
第

５
項
の
規
定
に
よ
り
定
め

ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時

間
を
同
条
第
１
項
の
規
定
 

         

略
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新
 

旧
 

 
 

 

の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ

た
勤
務
時
間
で
除
し
て
得

た
数
を
乗
じ
て
得
た
日
数

（
１
日
未
満
の
端
数
が
あ

る
と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨

五
入
し
て
得
た
日
数
）
）

を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お

い
て
必
要
と
認
め
ら
れ
る

日
数

 

 

９
 
職
員

の
育
児

参
加

 

出
産
の
予
定
日
以
前
８
週

間
目
（
多
胎
妊
娠
の
場
合

に
あ
っ
て
は
、
１
４
週
間

目
）
に
当
た
る
日
か
ら
当

該
出
産
の
日
以
後
１
年
目

に
当
た
る
日
ま
で
の
期
間

に
お
い
て
５
日
（
定
年
前

再
任
用
短
時
間
勤
務
教
職

員
又
は
任
期
付
短
時
間
勤

務
教
職
員
に
あ
っ
て
は
、

５
日
に
条
例
第
２
条
第
４

 

        

 
 

 

 
 

 

に
よ
り
定
め
ら
れ
た
勤
務

時
間
で
除
し
て
得
た
数
を

乗
じ
て
得
た
日
数
（
１
日

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

は
、
こ
れ
を
四
捨
五
入
し

て
得
た
日
数
）
）
を
超
え

な
い
範
囲
内
に
お
い
て
必

要
と
認
め
ら
れ
る
日
数
 

 

 

９
 
職
員

の
育
児

参
加

 

出
産
の
予
定
日
以
前
８
週

間
目
（
多
胎
妊
娠
の
場
合

に
あ
っ
て
は
、
１
４
週
間

目
）
に
当
た
る
日
か
ら
当

該
出
産
の
日
以
後
１
年
目

に
当
た
る
日
ま
で
の
期
間

に
お
い
て
５
日
（
再
任
用

短
時
間
勤
務
教
職
員
又
は

任
期
付
短
時
間
勤
務
教
職

員
に
あ
っ
て
は
、
５
日
に

条
例
第
２
条
第
４
項
又
は
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新
 

旧
 

 
 

 

 
項
又
は
第
５
項
の
規
定
に

よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者

の
勤
務
時
間
を
同
条
第
１

項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら

れ
た
勤
務
時
間
で
除
し
て

得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
日

数
（
１
日
未
満
の
端
数
が

あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
四

捨
五
入
し
て
得
た
日
数
）

）
を
超
え
な
い
範
囲
内
に

お
い
て
必
要
と
認
め
ら
れ

る
日
数

 

略
 

略
 

１
８
 
夏

季
に
お

け
る
健

康
保
持

 

休
暇
年
度
の
６
月
１
日
か

ら
９
月
３
０
日
ま
で
の
間

に
６
日
（
定
年
前
再
任
用

短
時
間
勤
務
教
職
員
又
は

任
期
付
短
時
間
勤
務
教
職

員
に
あ
っ
て
は
、
６
日
に

条
例
第
２
条
第
４
項
又
は

 

       

 
 

 

 
 

 

 
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
定

め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務

時
間
を
同
条
第
１
項
の
規

定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
勤

務
時
間
で
除
し
て
得
た
数

を
乗
じ
て
得
た
日
数
（
１

日
未
満
の
端
数
が
あ
る
と

き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五
入

し
て
得
た
日
数
）
）
を
超

え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て

必
要
と
認
め
ら
れ
る
日
数

 

 

略
 

略
 

１
８
 
夏

季
に
お

け
る
健

康
保
持

 

休
暇
年
度
の
６
月
１
日
か

ら
９
月
３
０
日
ま
で
の
間

に
６
日
（
再
任
用
短
時
間

勤
務
教
職
員
又
は
任
期
付

短
時
間
勤
務
教
職
員
に
あ

っ
て
は
、
６
日
に
条
例
第

２
条
第
４
項
又
は
第
５
項
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新
 

旧
 

 
 

 

 
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
定

め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務

時
間
を
同
条
第
１
項
の
規

定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
勤

務
時
間
で
除
し
て
得
た
数

を
乗
じ
て
得
た
日
数
（
１

日
未
満
の
端
数
が
あ
る
と

き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五
入

し
て
得
た
日
数
）
）
を
超

え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て

必
要
と
認
め
ら
れ
る
日
数

 

 

略
 

        
 

 
 

 

 
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ

た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を

同
条
第
１
項
の
規
定
に
よ

り
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間

で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ

て
得
た
日
数
（
１
日
未
満

の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

こ
れ
を
四
捨
五
入
し
て
得

た
日
数
）
）
を
超
え
な
い

範
囲
内
に
お
い
て
必
要
と

認
め
ら
れ
る
日
数

 

 

略
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北
九
州
市
教
育
委
員
会
第
１
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
規
則
新
旧
対
照
表
（
第
７
条
関
係
）
 

新
 

旧
 

（
時
間
外
勤
務
手
当
相
当
報
酬
）
 

第
６
条
 
正
規
の
勤
務
時
間
を
超
え
て
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
職
員
に
は
、
正
規
の
勤
務

時
間
を
超
え
て
勤
務
し
た
全
時
間
（
休
憩
時
間
を
除
い
た
実
働
時
間
（
監
視
又
は
断
続
的
労
働

に
従
事
す
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
時
間
）
を
い
う
。
）
に
対
し

て
、
勤
務
１
時
間
に
つ
き
、
給
与
条
例
第
１
８
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
給
与
条
例
第
８
条

第
１
４
項
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
例
に
よ
り
、
給
与
条
例
第
１
８
条

に
規
定
す
る
時
間
外
勤
務
手
当
に
相
当
す
る
報
酬
（
次
項
に
お
い
て
「
時
間
外
勤
務
手
当
相
当

報
酬
」
と
い
う
。
）
を
支
給
す
る
。
 

２
 
 
略
 

３
 
 
略
 

（
勤
務
１
時
間
当
た
り
の
給
与
額
に
相
当
す
る
額
の
算
出
）
 

第
９
条
 
前
３
条
の
規
定
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
給
与
条
例
第
１
８
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
給

与
条
例
第
８
条
第
１
４
項
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
例
又
は
給
与
条
例

第
１
９
条
第
２
項
若
し
く
は
第
２
０
条
の
規
定
の
例
に
よ
る
場
合
に
お
け
る
勤
務
１
時
間
当
た

り
の
給
与
額
に
相
当
す
る
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定

め
る
額
と
す
る
。
 

 
（
１
）
～
（
３
）
 
 
略
 

２
 
 
略
 

 

（
時
間
外
勤
務
手
当
相
当
報
酬
）
 

第
６
条
 
正
規
の
勤
務
時
間
を
超
え
て
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
職
員
に
は
、
正
規
の
勤
務

時
間
を
超
え
て
勤
務
し
た
全
時
間
（
休
憩
時
間
を
除
い
た
実
働
時
間
（
監
視
又
は
断
続
的
労
働

に
従
事
す
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
時
間
）
を
い
う
。
）
に
対
し

て
、
勤
務
１
時
間
に
つ
き
、
給
与
条
例
第
１
８
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
給
与
条
例
第
８
条

の
３
に
規
定
す
る
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
例
に
よ
り
、
給
与
条
例
第
１
８
条
に
規
定
す
る

時
間
外
勤
務
手
当
に
相
当
す
る
報
酬
（
次
項
に
お
い
て
「
時
間
外
勤
務
手
当
相
当
報
酬
」
と
い

う
。
）
を
支
給
す
る
。
 

２
 
 
略
 

３
 
 
略
 

（
勤
務
１
時
間
当
た
り
の
給
与
額
に
相
当
す
る
額
の
算
出
）
 

第
９
条
 
前
３
条
の
規
定
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
給
与
条
例
第
１
８
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
給

与
条
例
第
８
条
の
３
に
規
定
す
る
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
例
又
は
給
与
条
例
第
１
９
条
第

２
項
若
し
く
は
第
２
０
条
の
規
定
の
例
に
よ
る
場
合
に
お
け
る
勤
務
１
時
間
当
た
り
の
給
与
額

に
相
当
す
る
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す

る
。
 

 
（
１
）
～
（
３
）
 
 
略
 

２
 
 
略
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北
九
州
市
立
の
小
学
校
、
中
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
の
第
１
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
規
則
新
旧
対
照
表
（
第
８
条
関
係
）
 

新
 

旧
 

（
時
間
外
勤
務
手
当
相
当
報
酬
）
 

第
５
条
 
正
規
の
勤
務
時
間
を
超
え
て
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
職
員
に
は
、
正
規
の
勤
務

時
間
を
超
え
て
勤
務
し
た
全
時
間
（
休
憩
時
間
を
除
い
た
実
働
時
間
（
監
視
又
は
断
続
的
労
働

に
従
事
す
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
時
間
）
を
い
う
。
）
に
対
し

て
、
勤
務
１
時
間
に
つ
き
、
教
職
員
給
与
条
例
第
２
５
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
教
職
員
給

与
条
例
第
１
０
条
第
１
４
項
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
教
職
員
の
例
に
よ
り
、

教
職
員
給
与
条
例
第
２
５
条
に
規
定
す
る
時
間
外
勤
務
手
当
に
相
当
す
る
報
酬
（
次
項
に
お
い

て
「
時
間
外
勤
務
手
当
相
当
報
酬
」
と
い
う
。
）
を
支
給
す
る
。
 

２
 
 
略
 

３
 
 
略
 

（
勤
務
１
時
間
当
た
り
の
給
与
額
に
相
当
す
る
額
の
算
出
）
 

第
８
条
 
前
３
条
の
規
定
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
教
職
員
給
与
条
例
第
２
５
条
の
規
定
の
適
用
を
受

け
る
教
職
員
給
与
条
例
第
１
０
条
第
１
４
項
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
教
職
員

の
例
又
は
教
職
員
給
与
条
例
第
２
６
条
第
２
項
若
し
く
は
第
２
７
条
の
規
定
の
例
に
よ
る
場
合

に
お
け
る
勤
務
１
時
間
当
た
り
の
給
与
額
に
相
当
す
る
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

 
（
１
）
～
（
３
）
 
 
略
 

２
 
 
略
 

 

（
時
間
外
勤
務
手
当
相
当
報
酬
）
 

第
５
条
 
正
規
の
勤
務
時
間
を
超
え
て
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
職
員
に
は
、
正
規
の
勤
務

時
間
を
超
え
て
勤
務
し
た
全
時
間
（
休
憩
時
間
を
除
い
た
実
働
時
間
（
監
視
又
は
断
続
的
労
働

に
従
事
す
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
時
間
）
を
い
う
。
）
に
対
し

て
、
勤
務
１
時
間
に
つ
き
、
教
職
員
給
与
条
例
第
２
５
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
教
職
員
給

与
条
例
第
１
２
条
に
規
定
す
る
再
任
用
短
時
間
勤
務
教
職
員
の
例
に
よ
り
、
教
職
員
給
与
条
例

第
２
５
条
に
規
定
す
る
時
間
外
勤
務
手
当
に
相
当
す
る
報
酬
（
次
項
に
お
い
て
「
時
間
外
勤
務

手
当
相
当
報
酬
」
と
い
う
。
）
を
支
給
す
る
。
 

２
 
 
略
 

３
 
 
略
 

（
勤
務
１
時
間
当
た
り
の
給
与
額
に
相
当
す
る
額
の
算
出
）
 

第
８
条
 
前
３
条
の
規
定
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
教
職
員
給
与
条
例
第
２
５
条
の
規
定
の
適
用
を
受

け
る
教
職
員
給
与
条
例
第
１
２
条
に
規
定
す
る
再
任
用
短
時
間
勤
務
教
職
員
の
例
又
は
教
職
員

給
与
条
例
第
２
６
条
第
２
項
若
し
く
は
第
２
７
条
の
規
定
の
例
に
よ
る
場
合
に
お
け
る
勤
務
１

時
間
当
た
り
の
給
与
額
に
相
当
す
る
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該

各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

 
（
１
）
～
（
３
）
 
 
略
 

２
 
 
略
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